
北海道医学教育史年表 �

札幌市医師会 小 竹 英 夫

昭和２２年（１９４７）の続き

６．６ 庁立札幌女子医専、大学昇格の機を逸
し、予科設置不能となり、第２期生の卒業を以て
廃校と決定。
１０．１ 政府、帝国大学の名称を廃止し、北海
道帝国大学は北海道大学と改称。

この年、北大予科には、農・医・工・理・文の
類別があり、入学当初は医類は２クラス１００名。
しかし入学時から、他の類からの医類希望者があ
り、従来の慣例を破り、転類が認められ、更に予
科３年には、新たに医類希望者の要望に応え、医
類３組を設け、総数１４１名に達した。
結局、昭和２５年医学部定員を１２０名とし、その

うち１００名は予科医類終了者の成績上位者を入学
させ、残り２０名は、予科、旧制高校、あるいは同
程度の学校の卒業者による競争入試によった。卒
業は昭和２９年、医学部第３０期である。

昭和２３年（１９４８）

４．１６ 北大予科、最後の入学。従来の学部別
の類を廃し、文・理の２類とする。新制大学教養
科への移行の前提。

１～７組 理類
８組 文類
（１クラス ５０名）

理類１組には、土木専門部の生徒１５名が在籍
し、予科生と同じ教育を受ける。
翌２４年３月、予科１年修了。同４月、別体系で

教育されていた農林専門部の生徒も、国立学校設
置法により、新制の北海道大学に包括され、無試
験で教養科に移行。旧制中学に１年を継ぎ足した
変則の新制高校卒業生（３２４名）も入学してき

て、新制北大の同期を形成。旧制高校１年修了者
の入学者もあった。２５年９月、教養科終了。
医学部以外の学部は、２５年９月、試験を経て入

学したが、医学部では受験を許さず、いずれかの
学部に形ばかり在籍して、翌２６年３月、入試を行
い合格者は入学。
この時の医学部入学者の構成は、北大予科昭和

２３年入学者６２名、新制高校卒の北大教養同期２５名
位、旧制高校卒（過年度北大予科修了者を含む）
数名、他大学より数名、土木専門部、農林専門部
より各１～２名であった。
卒業は昭和３０年３月、医学部第３１期である。

昭和２２年、２３年の予科入学といっても、すんな
りと医学部に進入できたわけではなく、紆余曲折
というか、かなり苦難の道を辿っての医学部であ
った訳で、学制改革時代の学生生活は、その前後
とは大いに異なる。

７．３１ 北海道大学設置認可申請書を文部省に
提出。
１０．１６ 田中道知事、北海道立新制大学設置案
を道議会に提出。
１０．２５ 新制道立大学設置期成会結成（会長は
田中知事）

昭和２４年（１９４９）

３．２４ 道議会、道立札幌医科大学の設置を議
決。
４．－ 北大予科、土木専門部、農林専門部の

１年修了者は、無試験で新制教養科へ移行。
５．３１ 国立学校設置法が公布され、６．２学

校教育法による新制の北海道大学設置される。
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ちなみに、新制北海道大学の第１回卒業生は、
昭和２８年３月、旧制北海道大学の最後の卒業は、
昭和２９年３月の医学部生である。
７．２８ 教養科発足。
文類２４１（６３）、理類５８３（４３７）で、総数は８２４名。
括弧内は、予科、専門部からの進学者。新制高

校卒業者は入試を経て入学。
８．２７ 北海道立札幌医科大学設立認可申請。

昭和２５年（１９５０）

２．２０ 道立札幌医科大学設立認可。
３．３１ 北大予科閉校。
４．１ 道立札幌医科大学開学。
９．－ 北大教養１期生、各学部に進入。但

し、医学部進入希望者は受験を許されず、他の学
部に２６年３月の入試まで６カ月間の「居候」。

昭和２６年（１９５１）

３．－ 北大医学部入試。倍率は２．３倍。
定員１００名。北大３１期生として、昭和３０年卒

業。
３．３１ 北海道立札幌女子医専廃校。

昭和２７年（１９５２）

１１．２５ 全国医大連合、インターン対策協議会
を開催（３９大学参加）。インターン制廃止を決
議。
対インターン闘争については、その廃止までの

医学生の執拗な運動があり、最後は医師国家試験
ボイコットにまで至った。拙著『北海道医学教育
史攷』参照。

昭和２８年（１９５３）

３．－ 北大予科医類修了者が、無条件で医学
部に進入できたのは、昭和２１年入学、同２４年学部
へ移行し、この２８年卒業（第２９期）が最後であ
る。

昭和３０年（１９５５）

３．－ 医学部への進学には、２年間の医学進
学課程修了と定められた。
札幌医科大学は、医学進学課程を直に設けられ

ず、北海道大学に６０名の教育を委託。

昭和３２年（１９５７）

９．２７ 札幌医大、医学進学課程の設置を申
請。

昭和３３年（１９５８）

１．１０ 同上進学課程の設置を認可。
４．１ 札幌医大に医学進学課程設置さる（２

年制）。

昭和３６年（１９６１）

旭川市の有志、医科大学の設立を計画、立正大
学学長・石橋湛山（元首相）を説いて、一部施設
工事に着手。

昭和３９年（１９６４）

７．－ 札幌医科大学、開学以来の教室制を廃
止、講座制をとる。

昭和４１年（１９６６）

１０．－ 文部省、石橋湛山による旭川に設立計
画の「国際仏心学園旭川医科大学」の設立準備財
団の設立認可。しかし募金は順調に進まず、結
局、資金面で挫折。

昭和４３年（１９６８）

１．２９ 東大医学部自治会、医師法改正（イン
ターン制に代わる登録医制）に反対、無期限スト
に入る（東大紛争の発端）。学生の退学処分をめ
ぐり、紛争拡大。３．２８の卒業式取り止め。更に４４
年には入試も中止。
５．１０ 「医師法」改正案、「登録」を「報告」

に変えられた以外、大きな修正もなく、国会を通
過。５．１５ 法律第４７号として公布施行。インタ
ーン制はここに終止符を打った。
思えば、昭和２１年（１９４６）８月、国民医療法の

一部を改正し、インターン制の実施が決められて
から２２年が経過した。その間、医学生の絶えざる
反対闘争の結果、どうやら廃止にこぎつけること
となった。
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